
一 般質問

住吉 秀公  議員
子どもの安全

西田 祐三  議員
浸水対策

呉
線
の
踏
切
に

 

　　　　　歩
道
が
で
き
ま
す

6 月臨時議会を6月27日に開きました。
工事施行協定の締結について、慎重に審議した結果、全会一致で可決しました。

　
町
道
３
号
線
（
瀬
野
川
沿
い
の
海
田
税
務
署
付

近
の
道
路
）
と
呉
線
の
交
差
部
に
歩
道
を
設
置
す

る
工
事
の
施
行
協
定
締
結
の
認
定
を
し
ま
し
た
。

線
路
で
途
切
れ
て
い
た
歩
道
が
つ
な
が
り
、
車
を

気
に
す
る
こ
と
な
く
呉
線
を
横
断
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
完
成
予
定
は
来
年
の
３
月
で
す
。

※

「
協
定
」
と
は…
町
が
直
接
工
事
を
す
る
の
で
は
な
く
、

　 

Ｊ
Ｒ
が
町
に
代
わ
っ
て
工
事
を
行
う
こ
と
で
す
。

協
定
金
額

６
６
８
４
万
円

安全に渡れるようになります

また浸水している

不眠不休で見守ります

会議時臨
15人の議員が32項目の質問を行い、町長の考えをただしました。

質
問（
議
員
） 

７
月
に
岡
山
県
に
お
い
て
、

女
子
児
童
が
誘
拐
・
監
禁
さ
れ
る
事
件
が
発

生
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
命
を
守
る
た
め
、

町
内
全
小
・
中
学
校
の
通
学
路
に
防
犯
カ
メ

ラ
を
設
置
し
て
は
ど
う
か
。

答
弁（
町
長
） 

通
学
路
も
含
め
、
犯
罪
抑
止

の
観
点
か
ら
海
田
警
察
署
と
協
議
の
上
、

適
宜
検
討
し
た
い
と
思
う
。

Q 

民
生
・
児
童
委
員
協
力
員
制
度
を

A 

研
究
し
て
い
く

質
問（
議
員
） 

社
会
全
体
の
高
齢
化
に
よ
り
、

民
生
・
児
童
委
員
の
負
担
が
増
え
、
海
田
町

で
も
欠
員
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
負
担
軽
減

策
と
し
て
、
協
力
員
制
度
を
始
め
て
は
ど
う

か
。

答
弁（
町
長
） 

先
進
地
の
事
例
や
民
生
・
児

童
委
員
の
意
見
を
参
考
に
研
究
し
た
い
と

考
え
る
。

Q 

通
学
路
に
防
犯
カ
メ
ラ
を

A 

犯
罪
抑
止
の
観
点
か
ら
検
討
す
る

質
問（
議
員
） 

局
地
的
豪
雨
に
よ
る
浸
水
が

頻
繁
に
起
き
て
い
る
。
早
急
に
、
水
路
の
整

備
、
排
水
ポ
ン
プ
の
増
強
、
一
時
的
に
貯
め

る
貯
留
管
の
増
設
、
整
備
計
画
の
見
直
し
と

効
果
的
な
整
備
を
。

答
弁（
町
長
） 

水
路
の
整
備
は
、
未
整
備
の

区
間
の
被
害
状
況
を
見
な
が
ら
順
次
整
備

を
検
討
す
る
。

　

排
水
ポ
ン
プ
の
増
強
は
、
実
施
予
定
の

ポ
ン
プ
井せ

い

（
吸
込
水
槽
）
と
竹
貞
第
１
ポ

ン
プ
の
据
え
替
え
を
早
め
る
こ
と
を
検
討

し
、
第
２
ポ
ン
プ
の
増
設
は
施
設
と
の
関

係
で
慎
重
に
考
え
る
。

　

貯
留
管
の
増
設
は
、
竹
貞
第
１
ポ
ン
プ

場
整
備
後
の
冠
水
状
況
な
ど
を
見
な
が
ら

施
工
時
期
を
決
定
す
る
。

　

雨
水
計
画
は
確
率
年
数
７
年
で
策
定
し

て
い
る
。
頻
繁
に
起
き
る
浸
水
被
害
に
対

応
し
、
費
用
対
効
果
を
鑑か

ん
がみ
当
面
未
整
備

区
間
の
整
備
を
進
め
る
。

Q 

頻
繁
に
起
き
る
局
地
的
豪
雨
に
対
応
を

A 

整
備
計
画
の
一
部
前
倒
し
と
効
果
的
整
備
を
検
討

その他
の質問

●学校事務職員の加配

審議した議案（平成26年） すべて全会一致で可決したため、各議員の賛否は省略しています。

議  案  名 審議結果 ページ
6月臨時議会 工事施行協定の締結 可決 4

9月定例議会

人権擁護委員の推薦 可決 —

平成25年度
決算の認定 委員会付託

【1月号で】
—

水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定 —

安芸地区衛生施設管理組合規約の変更 可決 —

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定 可決 2
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の制定 可決 —

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定 可決 2

東小学校区第2児童クラブの設置に伴う関係条例の整理に関する条例の制定 可決 2
福祉事務所設置条例及びひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する
条例の制定 可決 —

乳幼児等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定 可決 —

町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定 可決 —

平成26年度

一般会計補正予算（第2号） 可決 3

国民健康保険特別会計補正予算（第1号） 可決 —

介護保険特別会計補正予算（第2号） 可決 —

後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号） 可決 —

かいた議会だより第98号　平成26年9月19日 かいた議会だより第98号　平成26年9月19日5 4


